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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 12 条第 1 項の規定に基づき，社団法人自動車技術会(JSAE)／財団法人日本

規格協会(JSA)から，工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり，日本工業標準調査

会の審議を経て，経済産業大臣が制定した日本工業規格である。 

制定に当たっては，日本工業規格と国際規格との対比，国際規格に一致した日本工業規格の作成及び日

本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために，ISO 14681:1998，Diesel engines－Fuel 

injection pump testing－Calibrating fuel injectors を基礎として用いた。 

この規格の一部が，技術的性質をもつ特許権，出願公開後の特許出願，実用新案権，又は出願公開後の

実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会

は，このような技術的性質をもつ特許権，出願公開後の特許出願，実用新案権，又は出願公開後の実用新

案登録出願にかかわる確認について，責任はもたない。 

JIS D 3638 には，次に示す附属書がある。 

附属書 1（参考）参考文献 

附属書 2（参考）JIS と対応する国際規格との対比表 
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日本工業規格          JIS 
 D 3638：2005 
 

自動車－ディーゼル機関用燃料噴射装置の試験－ 
校正用インジェクタ 

Road vehicles－Diesel engines－Fuel injection pump testing－ 
Calibrating fuel injectors 

 
序文 この規格は，1998 年に第 1 版として発行された ISO 14681，Diesel engines－Fuel injection pump testing

－Calibrating fuel injectors を元に，対応する部分については対応国際規格を翻訳し，技術的内容及び規格票

の様式を変更することなく作成した日本工業規格であるが，対応国際規格には規定されていない規定項目

を日本工業規格として追加している。 

なお，この規格で側線又は点線の下線を施してある“箇所”は，原国際規格にない事項である。変更の

一覧表をその説明を付けて，附属書 2（参考）に示す。 

排出ガスの大幅な低減を要求されるディーゼル機関の燃料噴射ポンプは，より高い噴射圧を達成するた

めに新しい世代の校正用インジェクタを必要としている。使い方は，JIS D 3637-1 で規定された校正用ノ

ズル及びホルダアッセンブリ並びに JIS D 3636 で規定された校正用ノズルと似ている。JIS D 3637-1 によ

る校正用ノズル及びホルダアッセンブリと比較して，新形の違いを次に示す。 

－ 高ばねノズルホルダから低ばねノズルホルダへの変更 

－ 質量の低減 

－ デッドボリュームの低減，例えばエッジフィルタ 

したがって，次の部品が変更されている。 

－ ノズルホルダ本体 

－ ノズル取付ナット 

－ エッジフィルタ 

－ ばね 

－ ニードル弁及びピントルノズル 

－ ディスタンススリーブ 

次の部品は，変更しない。 

－ 直径 0.4～0.8 mm のオリフィス付きのオリフィス板 

－ 選択噴霧受け 

－ 単孔オリフィス板付き校正用インジェクタのディスタンススリーブ 

 

1. 適用範囲 この規格は，自動車ディーゼル機関用燃料噴射ポンプを試験装置上で試験及び調整するた

めの，噴射量 400 mm3/ストローク以下の単孔オリフィス板形並びに 200 mm3/ストローク以下のピントル形

校正用インジェクタの（2 種類について）形状・寸法，それらを構成するエッジフィルタ及びオリフィス

板の流量特性について規定する。 


